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1. はじめに 

平成 22 年の改正土壌汚染対策法の施行から 5 年が経過したことで、同法の附則に定められた施行状況の検

討が行われた結果、自然由来重金属等含有土壌が存在する場合であっても、指定区域外に搬出される際は汚染

土壌処理施設での処理が義務付けられていることから、リスクに応じた規制の合理化が求められている 1）。こ

れを受け、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の概要の一つに、「基準不適合が自然由来等による土壌は、

都道府県知事へ届け出ることにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合土壌のある他の区域への移動

も可能とする。」という内容が含まれている 1）。そして、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律 2)」が平成

29 年 5 月 19 日に公布され、リスクに応じた対応策が選択できることになった。 

土壌環境センターでは、平成 26 年度より、「汚染土壌の適正な処理及び利用に関する検討部会」の中で、

土壌汚染対策法の適用を受けない汚染土壌や重金属等を多く含む掘削岩石を対象に、適正な管理の下での処理

や再利用の在り方について考え方や方策を検討し、利用場所ごとで必要な管理・評価手法等を整理した「利用

×管理マトリックス表」の素案を提示した 3）。平成 28 年度からは、「汚染土壌等の適正な利用に関する検討

部会」の中で、土壌汚染対策法の一部改正などを注視しながら、適正な管理の下で適正な利用を促進すること

を目的として、これらの土壌や岩石等を対象とした実現性の高い方策を検討している。 

その検討の一つとして著者らは、自然由来重金属等含有土壌や岩石に対応した事例を収集のうえ、調査方法、

対策・処理方法、モニタリング方法等を整理し、どのような条件でどのような利用、対応が行われているかと

いう現状を取り纏めたので、本報にて紹介するものである。 

 

2. 既存文献による現状把握 

2.1 調査対象事例 

収集した文献は、昨年の研究集会で報告 3）した 18 事例に、新たに 15 事例を加え、計 33 事例を対象とした。

収集事例（サイト）の一覧表を表-1、それらの場所を図-1 に示す。 

表-1 収集事例一覧 

 
 

Study on proper management and use of soil and rock containing nature origin hazardous substances encountering civil 

engineering construction; based on actual case survey. 

Takahito Kanazawa1, Nobuyuki Kadokura1 ,Mariko Monma1,Takahiko Arima1, 

and Research group for proper management and use of contaminated soil and rock1 (1GEPC) 

連絡先：〒102-0083 東京都千代田区麹町 4-5 KS ビル 3F 一般社団法人土壌環境センター 

TEL 03-5215-5955 FAX 03-5215-5954 E-mail info@gepc.or.jp 

サイト名 場所 文献数 サイト名 場所 文献数

幌延立坑 北海道 2 日立バイパス 茨城県 1

下白滝トンネル 北海道 1 圏央道桶川市区間 埼玉県 2

中越トンネル 北海道 4 横浜横須賀道路 神奈川県 1

兜トンネル 北海道 1 中部横断楮根第4トンネル 山梨県 1

馬追トンネル 北海道 1 新滝ヶ洞溜池周辺 岐阜県 1

オロフレトンネル 北海道 1 藁科トンネル 静岡県 1

青葉トンネル 北海道 1 額田トンネル 愛知県 2

三豊トンネル 北海道 1 第二伊勢道路2号トンネル 三重県 2

国道40号バイパス 北海道 4 海老坂トンネル 滋賀県 1

こばやし峠トンネル 北海道 1 天ケ瀬ダム 京都府 1

萌平トンネル 北海道 1 大和御所トンネル 奈良県 2

夕張シューパロダム 北海道 1 一般国道488号長沢トンネル 島根県 1

八甲田トンネル 青森県 12 川登トンネル 愛媛県 2

大槌第二トンネル 岩手県 1 今治トンネル 愛媛県 1

仙台地下鉄 宮城県 3 唐八景トンネル 長崎県 2

雪沢第二トンネル 秋田県 2 芳ノ元・丸目トンネル 宮崎県 1

甲子トンネル 福島県 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

図-1 収集事例の場所 

 

2.2 文献調査結果 

文献調査では、基礎情報（事例の地域性、工事規模、有害物質の種類と濃度、工事実施時期と法規制）、評

価・判定方法（評価方法、試験方法、サンプリング方法、判定方法）、対策方法と利用方法（対策方法、利用

方法と場所、対策方法選定理由、工事中の環境配慮、合意形成方法、技術検討委員会対応の有無等）に着目し

て整理した。整理項目は表-2 に示す 15 項目である。以下に、これらより抜粋した調査内容について述べる。 

 

表-2 整理項目と調査内容 

項目 調査内容 

（１）現場概要 各事例の事業の工種、事業者を整理した。 

（２）地質 各事例の地質状況について文献から確認できる情報を整理した。 

（３）利用対象材料 各事例で利用・処理等の対象とした材料（土壌、岩石、土砂等）を区分した。 

（４）有害物質の種類と濃度 対象材料の有害物質（基準不適合が確認された項目、濃度）を整理した。 

（５）掘削土量および対策土量 各事例で利用・処理等の対象とした材料の発生量を整理した。 

（６）工事実施時期と適用法令 各事例の工事実施時期とその際の適用法令等について整理した。 

（７）評価方法 対象材料の評価方法の検討、調査・分析方法、サンプリング方法、前処理方法、

サンプルの粒径、調査分析頻度、結果の評価方法について整理した。 

（８）ストック場所 対象材料のストック場所や仕様等について整理した。 

（９）対策方法、選定理由 対象材料の対策方法およびその選定方法について整理した。 

（１０）利用方法 対象材料の利用方法について整理した。 

（１１）工事中の環境配慮 工事中の環境配慮事項（周辺環境への汚染物質の飛散防止等）について整理した。

（１２）モニタリング 対策後のモニタリング方法について、実施時期、期間、モニタリング位置等を整

理した。 

（１３）周辺環境 対策・利用場所の周辺環境（飲用井戸の有無、周辺河川の状況等）を整理した。

（１４）リスクコミュニケーション 調査結果の報告、処理・対策方法等の説明として実施したリスクコミュニケーシ

ョンの方法について整理した。 

（１５）技術検討委員会対応 自然由来重金属等含有土壌・岩石について、調査結果の評価、対策・処理・利用

方法等を検討するために第三者委員会の設置が行われたかを確認した。 

 

（1）基礎情報 

自然由来重金属等含有土壌や岩石に遭遇した収集事例のうちトンネルが 26 件と最も多く、その他は道路、

ダム、立坑が確認された。地質区分ごとの事例数を図-2、自然由来重金属等の物質別の基準超過事例数を図-3

に示す。地質的特徴は、岩種だけで判断すると、堆積岩が分布する地域の事例が 14 件と最も多く、火成岩や火

山性の堆積物が分布する地域の事例や熱水変質や鉱床を伴う地域の事例についても 9～10 件確認されており、
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基準超過物質は、33 件中 24 件が砒素、10 件が鉛、8 件がセレンであった。材料は岩石が 27 件、土砂（土壌を

含む）6 件であった。なお、対策土量は八甲田トンネルの 540,000 m3が最大であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    図-2 地質区分ごとの事例数          図-3 有害物質別の基準超過事例数 

 

（2）評価方法 

全体的な傾向として、自然由来重金属等含有土壌や岩石が発生するトンネル現場においては、現場ごとに技

術検討委員会を設置し、試験方法や評価方法について議論がなされていた。 

試験頻度は図-4 に示すとおり、先進ボーリ

ングの場合、1 回/10 m が 7 件、1 回/5 m が 3

件であった。掘削土量毎に分析を実施する場

合、1 日掘削量毎に 1～2 回の分析、100～5,000 

m3毎の分析、地質・岩質・切羽毎の分析を実

施する事例が確認された。 

土壌溶出量試験に用いられたサンプルの

粒径については多くの事例で記載が確認され

なかった。なお、試験方法が確立していない

ため、土壌汚染対策法の適用外となる岩石に

ついて、土壌と同様にφ2 mm 以下に粗砕し

た試料を分析試料として使用粒径が設定され

ていた事例 4）が認められた。 

対象材料を評価判定するために調査・設計

段階、施工段階で実施されている試験方法を

図-5 にまとめて示す。試験方法は、溶出量試

験、含有量試験、蛍光 X 線分析法（XRF）な

ど一般的な方法を実施している事例が多いが、

迅速判定や酸性化可能性試験、実現象再現溶

出試験として岩砕の盛土を想定した試験（JIS 

K 0058-1）などの方法を実施している事例 4）

もあった。溶出試験の実施の要否を判定する

ために行うスクリーニング試験（日本の地球

化学図による平均値やクラーク数により設定

されたスクリーニング基準値と対比を行うた

めに実施された全含有量試験）が 2 件確認さ

れた。 

施工段階での評価判定を目的として設定

された基準を図-6 に示す。溶出量基準、含有

量基準に加え、pH や硫黄含有量といった複数

の判定方法を組み合わせる事例も確認された。 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図-4 先進ボーリングと掘削量毎の分析頻度 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図-5 評価判定で適用された試験方法 

  

       

 

 

 

 

 

 

図-6 施工段階での対象材料の評価方法（基準等） 
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対策方法の分類

遮水工封じ込め

吸着層工法

不溶化処理

場外搬出

海洋投入

10

6

3

2
1

利用方法と場所の分類

（遮水工封じ込め・不溶化処理・吸着層工法実施の場合）

道路本線盛土

道路用地内盛土場

土捨場

道路用地内トンネル

緑地盛土

（3）対策方法と利用方法 

汚染土壌等の対策方法及び利用方法とその場所を図-7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 収集事例における汚染土壌等の対策方法、利用方法の割合（図中の数字は事例数） 

 

トンネル工事等で発生した自然由来重金属等含

有土壌・岩石の対策方法は、遮水工封じ込めが 17

件、場外処分（土捨場、汚染土壌処理施設等）が 7

件、不溶化処理が 6 件、吸着層工法が 3 件であった。

遮水工封じ込めや吸着層工法の事例のその施工場所

先を確認した結果、道路本線盛土が 10 件、道路を除

く道路用地内盛土が 6 件と道路盛土関連が多数を占

めることが確認された。遮水工封じ込めの事例 5）の

一つを図-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 遮水工封じ込めの事例 

 対策方法の選定理由を表-3 に示す。遮水工封じ込めを選定する場合は、経済性を考慮したコスト縮減、施工

性が多く挙げられていた。不溶化処理や場外搬出が遮水工封じ込めと比較される際には、周辺地域への生活環

境リスクが懸念される場合に選定される傾向が確認された。また、飲用井戸の有無も対策工選定時の一つの判

断材料として取り上げられている。 

表-3 対策方法の選定理由 

現場名 対策時の比較工法 選定工法と選定理由 

中越トンネル 

道路盛土への利用として工法比較 
①遮水シートによる封じ込め 
②ベントナイト混合土による土質遮水 
③粘性土による土質遮水 

選定工法：遮水工封じ込め 
選定理由：底盤適用性、法面適用性、施工性、コスト、品質
管理で優位 

兜トンネル 

道路用地内トンネル内への利用として工法比較 
①処分場へ搬出 
②場内で洗浄 
③用地確保して封じ込め 
④旧トンネルに無対策で充填 
⑤旧トンネルに遮水して封じ込め 
⑥不溶化して旧トンネルに封じ込め 

選定工法：遮水工封じ込め 
選定理由：コスト、確実性、施工性、周辺への説明性等 

こばやし峠トンネル 

道路用地内トンネル内への利用として工法選定 
①遮水工封じ込め 
②不溶化処理 
③吸着層処理 

選定工法：遮水工封じ込め 
選定理由：施工性、構造性、工法の確実性において他案と比
べ優位 

日立バイパス 

①遮水工封じ込め 
②固化処理 

選定工法：固化処理 
選定理由：遮水工では地下水位を上昇させ地下水の湧出や地
盤の湿潤化といった生活環境の悪化が想定されたため除外
し、固化処理後粉砕し、用地内の埋め戻し材として利用 

藁科トンネル 

①吸着層 
②遮水シート封じ込め 
③不溶化処理 
④場外処分 

選定工法：場外処分 
選定理由：近隣に飲用井戸が多く分布しているため、要対策
土を盛土等で処理する場合、近隣住民が不安に感じる可能性
が否定できなかったため、要対策土は全量場外の土壌処理施
設で処分 

海老坂トンネル 

①飛散・流出防止 
②底面吸着層工法 
③底面遮水層工法 
④遮水工封じ込め 

選定工法：吸着層工法 
選定理由：構造の管理が比較的容易で、かつ積極的な拡散防
止措置としてフェイルセーフ性のある効果的かつ合理的な
対策 

  



（4）環境配慮事項 

試験結果が判明するまで仮置きするストック場

所を設けている事例が多数確認された。ストック

場所の規模は、分析判定結果が出るまでの期間や

発生土量に応じた規模で設けられており、仮置き

が長期間となる可能性がある事例では、浸透防止

のためのアスファルト舗装、風雨による汚染物質

の飛散防止のための仮囲い、濁水処理のための処

理施設の設置等、十分な汚染拡散防止対策を実施

する計画の事例も確認された 6）。特に冬季の施工

を行う事例においては屋根付きのストック場所を

設け、降雪対策を講じる事例も確認された 7）8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、施工中においても地下水、河川、海域などの公共用水域や、土捨場浸出水、放流水、表流水について、

使用材料に不適合があった項目の濃度及び、pH、電気伝導率、浮遊性物質量等の関連指標を監視し、影響の有

無を確認していた。 

 

（5）モニタリング 

 施工中の環境配慮として地下水、河川などの公共用水域への影響や浸出水、放流水など工事で発生した排水

などを定期的にモニタリングしていることが確認された。なお、水質モニタリングについては、施工前から施

工後にわたり実施されている事例も確認されているが、施工後のモニタリング期間を「施工後 2 年間」として

いる事例が多く確認された。これは土壌汚染対策法における措置の効果を確認する期間として規定された 2 年

間（4 回/年）に準拠したものと考える。モニタリング実施期間の考え方を表-4 にまとめた。 

 

 表-4 施工後のモニタリング実施期間の考え方   

現場名 モニタリング実施期間の考え方 

下白滝トンネル 施工後は、浄化基準を超えない状態を 2年間確認 

兜トンネル トンネル脚部に設置した有孔管より採水。施工後 2年間は 4回/年、その後は 1回/年

こばやし峠トンネル 施工後は 4回/年の頻度で地下水環境基準を超過しない状態を 2年間継続して確認 

夕張シューパロダム 
水質観測孔 6 箇所、土捨場盛土の法尻側溝の表流水を対象に実施。掘削土の搬出完了

（施工後）から概ね 2年間は継続する予定 

横浜横須賀道路 

土壌汚染対策法に基づき、施工後、汚染土壌による封じ込め盛土を実施した箇所の周

辺の下流側の地下水を観測井により定期的（年 4 回以上）に測定し、地下水基準を超

過していないことを確認（法律上、完成後 2年継続） 

海老坂トンネル 施工完了後 2年間 

天ヶ瀬ダム 施工中 1年、施工後の 2年の計 3年間を想定 

大和御所道路トンネル 
施工後 2 年間を予定(対象は盛土施工箇所の表流水と地下水の上・下流側、項目は砒

素） 

一般国道 488号長沢トンネル 施工後 2年間、掘削土搬出先で水質（地下水等）のモニタリング（定期観測）実施 

 

なお、地下水モニタリングに関し

ての事例 9）では、図-10 に示すとお

り、施工段階に応じてモニタリング

が実施されていた。施工後のモニタ

リングで砒素の濃度が地下水基準を

上回る結果が確認されているが、施

工前から地下水基準を上回る結果が

確認されていた。このことから、工

事による水質への影響は認められな

かったと評価されており、継続的な

水質モニタリングが工事影響等を評

価するために活用された事例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-10 施工中及び施工前後の地下水（砒素濃度） 

モニタリング結果例 9) 

掘削岩石仮置場（遮水構造）及び仮囲い（防じん・防音構造） 

アスファルト舗装         濁水処理設備

図-9 ストック場所等の環境対策事例 6） 



3. まとめ 

3.1 収集事例を踏まえた適正利用のあり方 

収集事例より考察される自然由来重金属等含有土壌・岩石の適正利用とは、事業特性、地質特性、利用する

材料の汚染状況を踏まえ、適切な試験等により評価を行い、周辺環境への汚染物質の飛散、拡散を防止するた

めの対策を講じることと考えられる。また、事業を円滑に遂行するためには、適切な期間を設定しモニタリン

グを実施すること、住民説明会等のリスクコミュニケーションにより周辺住民へ汚染物質によるリスクを適切

に説明し、そのリスクを共有すること、有識者から構成される技術検討委員会による第三者の意見を反映させ

ることなども有効と考えられる。 

3.2 自然由来重金属等を含む汚染土壌・岩石対応時の課題  

今回の調査において対策方法として最も多く確認された遮水工封じ込めについては、その対策が過剰であっ

たとコメントしている文献 10）も確認されていることから、自然由来重金属等含有土壌・岩石の適正な利用を促

進するためにはより低コストの対策工の確立が重要と考える。また、土壌汚染対策法の適用外となる岩石につ

いては試験方法が確立されていないことから、土壌と同様にφ2 mm 以下に粗砕した試料を分析試料として使

用されている可能性も考えられる。この場合、施工時に発生する掘削土としての実粒径より小さい粒径となる

ため、有害物質の溶出が過剰となっていることも考えられる。一部事例 4）において実粒径を模擬したφ40 mm

以下の試料が試験に供されていることからも、適正利用に向けては実現象に即した試験方法の確立も望まれる

（一方では、破砕に伴う細粒分の影響を考慮する必要があるとの考え方もある）。 

3.3 適正利用に向けた今後の取組 

 自然由来重金属等含有土壌や岩石では、土壌溶出量基準をわずかに上回るのみといった事例が多く確認され

ている。この場合に対策要否を判断する基準として用いられている土壌溶出量基準は地下水経由による飲用リ

スクを評価する基準であるが、利用する場所によっては地下水の飲用リスクがない可能性や有害物質が地下水

へ移動しないケースなども考えられる。「基準不適合が自然由来等による土壌は、都道府県知事へ届け出する

ことにより、同一の地層の自然由来等による基準不適合土壌のある他の区域への移動も可能とする。」といっ

たリスクに応じた規制の合理化については、地下水の飲用による健康リスクが生じない場合の新たな評価基準

を検討することで、実際のリスクに応じた妥当な対策工が適用できる可能性が示唆される。 

そのため、次年度においては、これらの課題を踏まえて「適正利用」を推進する具体的な方策について、土

壌汚染対策法の改正動向を注視しながら検討を進めるとともに、利用の場と管理すべき項目を一覧できるマト

リックス表の完成を目指す予定である。 
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